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序

わが国の経済体制は周知のとおり市場経済体制

を基本とし，公正且つ自由な競争秩序の維持を基

調としている。この基本的な原則を確保するため

に，経済法制は競争秩序の維持を直接の目的とす

る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律(昭22法54，以下独占禁止法という)を基本と

しており，同法によって市場における競争を実質

的に制限し，市場支配力を形成する行為を禁止す

るとともに，公正な競争を阻害するおそれのある

行為を禁止して市場における競争秩序の維持が図

られている。具体的には，私的独占および不当な

取引制限の禁止(3条)および公正競争阻害性の

ある行為を不公正な取引方法として禁止する規定

(19条)を柱として様々な制度を設け，これらの制

度によってわが国における市場経済体制の確保が

図られているということになる。

しかしながら，独占禁止法24条は同条の対象と

する協同組合に対し，その適用を一定の条件の下

で除外する旨を規定している。このように協同組

合に対し，一般の事業者と異なる独禁政策がとら

れる背景と今後のあり方について検討することが

本稿の目的である。このために，まずそもそも協

同組合とはどのような組織であるかという協同組

合の本質論を検討する必要があろう (1)。そのうえ

で，協同組合の性格にてらし，その適用除外を規

定する独占禁止法24条について，立法趣旨・要件

論・立法論を検討し，あわせて適用除外制度の可

否も含めた検討を行うものである。

本稿ではこれらの検討にあたり農業協同組合を

中心としている。これは農業協同組合が①従来よ

り組合員経済に深く根ざし，また強固な連合会組

織を有するなど，その経済的地位が確立されてい

ること②近年，新食糧法の制定・広域農協合併等

その事業・組織面の情勢の変化に伴い，その対応

を迫られていること等によるものである。

(1) 本稿において，協同組合とは，農業協同組合

法(昭22法 132，以下農協法という)・水産業協
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同組合法(昭23法242，以下水協法という)・消

費生活協同組合法(昭23法200，以下消協法と

いう)・中小企業等協同組合法(昭24法181，以

下中協法という)による協同組合(農協法・中

協法による中央会組織を除く)をいう。つまり，

協同組合の定義として，独占禁止法24条を手掛

かりとして，協同組合の範囲を考えるとの立場

をとっている。しかしこの立場によれば，上記

協同組合のほか信用金庫法(7条)による信用

金庫及びその連合会，森林法 (77条)による森

林組合及びその連合会，労働金庫法(9条)に

よる労働金庫及びその連合会，塩業組合法(5 

条)による塩業組合及びその連合会，たばこ耕

作組合法(7条)によるたばこ耕作組合につい

ても，実質的には協同組合の一種であるといえ

るが，本稿では紙幅の関係もあり考察の対象外

とする。

したがって，本稿における協同組合法とは，

農協法・水協法・消協法・中協法の各法を総括

する概念と定義される。

第1章協同組合の本質

第 l節協同組合の成立と発展

第|款協同組合一般

(1) 消費協同組合

協同組合の成立をいつとみるかについては議論

の分かれるところではあるが，一般に，イギリス

において 1844年に設立された「ロッチデール公正

開拓者組合」にみることができる。もっとも，そ

れ以前にも労働者による協同組合的組織による運

営が認められるが(l)，これらは資本主義に対抗し，

労働運動のなかで労働者による共同事業として存

在したものであり，産業革命の進行により資本主

義が確立し，労働組合運動が衰退するなかで崩壊

を余儀なくされたのである。

これに対し「ロッチデール公正開拓者組合」は，

資本主義に対抗する代わりにこれを既成の事実と

して受け入れたものであった。つまり資本主義が

不動の基礎を築き上げた社会のなかで，一種の商

業的企業体として設立・運営された(2)ものであ



り，この点に近代的協同組合の創始としての評価

が与えられる。

その後この種の消費組合は，労働者階級に彼ら

の自尊心と経済力を高める恰好な手段として受付

入れられ発展を続けたのであった。他方，資本家

階級によっても協同組合が労働者階級のための節

約の機関として支持されることになった。そして

1852年に「産業および、備ー蓄組合法」が成立し，協

同組合はロッチデール組合発足後8年後にして法

的根拠を得た。さらに幾度の改正により連合会組

織への道が聞かれたことにより共同仕入れの大量

化が可能となり，また集積資本を基にして商品の

製造・加工へとその事業活動は一段と拡大前進を

示したのである。

(2) 小生産者協同組合

このように近代的協同組合は消費協同組合にそ

の創始をみることができるが，一方で手工業者や

小農民を構成員とする小生産者協同組合は，消費

協同組合に少し遅れてドイツを中心とするヨー

ロッパ大陸において成立したとみることができ

るω。当時手工業者や小農民は高利貸資本や地主

らのいわゆる前期的商人からの収奪を余儀なくさ

れ，また彼らはその零細性のために個別的には資

金の需要者としても商品の購入者販売者としても

資本主義と直接結びつくことができない状況に

あった。このような状況の下で，前期的商人から

の収奪を自己防衛し資本主義市場への適応性を獲

得する必要性から，組織化を図り集団的行動に出

るものとして協同組合が設立されたとみることが

できる。これは，資本主義のなかにあって自らの

経済的地位をいかに向上させるかという課題を解

決するものとして，多くの小生産者の結集すると

ころとなった。さらに，消費協同組合同様，法的

根拠を得て(4)発展していったのである。

第 2款農協の特質

(l) 各国における成立・発展過程

農業分野における協同組合の成立・発展につい

ては，前款による理解とともにその固有の性格を

も考慮する必要がある。つまり，農協の構成員で

ある小農層の主体性(自立性とも解される)が国

協同組合と独占禁止法

によって異なるため，農協の特質についても国毎

に考察する必要がある。

一般に早期に独立的自営農民層が広範に成立し

た国(アメリカ・デンマーク等)においては，農

協の設立が農民の自主性に基づく下からの運動と

して展開され，その形態は同質的経営群の主体性

を基礎にして，事業別に分化した専門農協として

成立する傾向が強くなった。

これに対し，独立的自営農民層の形成が弱く地

主的土地所有が支配的であった国(ドイツ・フラ

ンス・日本等)においては，小農民の主体'性の成

熟が不十分であることから，地主・富農あるいは

官僚による主導の下にいわば他動的にあるいは上

から成立が促されることとなった。ここにおいて

は，同質的経営群による結集はなく地主等を含め

た複雑な組織となり，その形態は専門農協に対比

されるところの複数の事業を合わせて行う総合農

協となることが多い。そしてその基盤の多くは封

建制の強い村落共同体的地縁集団である。また官

僚主導の下においては，連合会の組織形態も行政

組織と密着した形で全国的に体系化・中央集権化

し，国家の指導援助もこれを通じて与えられるこ

ととなる。

以上のように農協の成立過程は国により異なる

が，その後の資本主義の発展に伴いその形態・機

能は変化していくこととなる。一般に資本主義が

高度化していくなかで，自営農民層が増加し，生

産力の向上がみられ，農業経営の分化がすすむこ

ととなる。これにより総合農協が支配的な国にお

いても専門農協が出現することとなる。一方，専

門農協が支配的であった国においても，流通構造

の変化に応じて経営合理化のための規模拡大がす

すみ専門農協の統合が図られ総合農協も出現する

こととなる。しかし，いずれの国においてもこの

段階で小農保護のための流通・価格面での国家政

策が実施され，農協はこれと密着し政府の下請機

関化していくこととなる。これは農業という分野

の性格にもよるが消費組合などとは異なった特殊

'性といえよう。
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(2) 日本における成立・発展過程

(ア) 戦前の特質

わが国の農協(5)は1900年の産業組合法(明33

法34)の制定にその成立をみることができる(6)。

先に述べたように，当時わが国は地主的土地所有

が支配的であって農協の成立は他動的になされ

た。しかも，わが国における特質は農協の成立と

その後の発展が官僚主導の下で行われた点にあ

る。明治政府の重商政策にみられる日本型資本主

義は国家資本を都市産業へ投入することにあった

が，その財源の多くを農村の地租に求めていた。

このことは，農村の経済的犠牲において都市産業

の助成を成したものとして理解できょう。そこで

政府は産業組合に法的根拠を与え農民をはじめと

する中産以下の人民の生活の安定を図る政策を

行ったわけであるが，その背景は組合設立による

農民の自立・発展ではなく，地主制と小農経営維

持にあったといえよう。その後，急速な資本主義

発展に封建的体制の農村はついてゆけず政府の育

成をうけ，連合会組織も全国的に体系化・中央集

権化され，農協は国の農業政策の実行機関となっ

ていしさらに，昭和農業恐慌を契機に政府は流

通過程整備等を行い，ここに至って行政の優位が

決定的となった。そして国が侵略戦争へと進むな

かで完全に国家的統制の下に立つこととなって

いったのである。したがって戦前の農協の多くは，

完全なる組合員の自主性に基づく組合というより

も，実質的には協同組合的要素を有する国家機関

として理解することもできょう。

4イ) 戦後の特質

戦後農協をめぐる情勢は一変する。情勢の変化

は，占領軍による経済民主化政策の一環として行

われた農地改革と農協法制定による新生農協の設

立に現れる。両者の関係をいえば，農村において

経済民主化の前提とされる戦前の封建的土地所有

制度を根本的に改革する農地改革によって得られ

た成果を，さらに農業改革すなわち農業近代化へ

発展させるために重要な役割を担うものとして新

生農協が設立されたのである。農協法による新生

農協は勤労農民を主体とし，かかる農民の自主的
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意欲に基づいて民主的に設立・運営されなければ

ならないとされた。したがって新生農協は，少な

くとも制度の趣旨からすれば，それまでの農協と

は明確に性格を異にするものであり，農民が自由

かつ自主的に設立する民主的な協同組合として性

格づけられるものである。すなわち農協法は，農

民の自主的な協同組合運動に対して法的な根拠を

与え，協同して事業活動を行う農民組織に法人格

を認めて運動としての事業活動を促進するという

性格を有している。さらに農協法は，農民の経済

的社会的地位の向上のみならず，併せて国民経済

の発展を期すことを法律の目的として掲げ(1

条)，したがって，同じく経済民主化政策の一環と

して制定された独占禁止法の目的に沿うものとし

て，適用を除外する組合とみなす旨の規定(9条)

を置いている点に特徴がある。

しかしながら，戦後具体的に展開した農協の性

格は必ずしも農協法上の性格に対応したものでは

なしむしろ戦前の農協の性格を継承してきたと

みることができる。継承の根拠は，具体的には，

ほぽ全加入に近い高い組織率と単協 県連合会一

全国連合会という強固なピラミッド型組織，総合

農協により農家の営農と生活をひろく組織すると

いう事業の広範性，行政への依存体質等にあらわ

れている。これらの背景をみるに，まず設立時に

おける民主化移行への時間的余裕のなさがあげら

れる。市民革命を経験することなく封建的社会構

造を維持していたわが国の農村において，半ば国

家的機関であった戦前の農協組織を経験してきた

農民層が，戦後の民主化政策という変革のなかで

極めて短期間に結集しうる可能性はほとんどな

かったというのが実情であろう。その結果として

新生農協は戦前の農協の資産を受け継ぎ，その性

格も少なからず影響を受け，今日まで存続してい

るとみることができる。また行政との関係でいえ

ば，農協法制定当時は統制経済下にあり新生農協

が国家統制機関として機能したこと，そしてその

後の自由経済移行に伴う経営危機に対してその対

策が行政主導の下で行われたことがあげられる。

さらに特筆すべきことは，農協の米穀事業が近年



に至るまで食糧管理法によって統制経済体制下に

あったことである。このことは行政との関係のみ

ならず，農協自身の全戸加入・総合性等を性格づ

ける要因となったのである。

以上のような農協法上の理念と現実の農協の性

格との乗離の問題は，現在の農協をめぐる組織論

上の諸問題の根源をなすものであるといえる。の

みならず，独占禁止法上の適用除外問題に影響を

与えるものである。

近年，食糧管理法廃止・新食糧法制定による規

制緩和，広域農協合併と系統組織の再編構想，組

合員の階層分化・兼業化等にみられる異質化など

農協をめぐる情勢は大きく変わろうとしている。

したがって，農協は制度的のみならず実質的な意

味においてもその性格を改めて問われる時期にあ

るということができょう。

第2節組織論としての協同組合

第|款協同組合の独自性

協同組合の本質を検討するにあたっては，まず

協同組合がいかなる点において他の企業体と異な

るか，つまりその独自性を検討することが必要で

ある。この独自性の研究について代表的なものと

して近藤理論的と三輪理論(8)があげられる。

(1) 近藤理論における独自性

近藤理論は協同組合を「商業資本の特殊な企業

形態」としている。そしていかなる点において特

殊であるかについては，協同組合が労働者や小生

産者がその経済的劣弱性を補うため，相互扶助の

目的で組織されていることに求めている。具体的

には，株式会社との対比において協同組合は法律

的に最低限度の定めのある人が資金の持ち寄りに

よって事業を営む点，さらに商業資本の組織形態

である企業として独立性を有する点において株式

会社と同じであるが，株式会社においては出資す

る株主の経済とは全く独立した企業として組織運

営され，それを構成している株主の個人資本とは

独立にそれ自身の論理によって動くつまり経営権

が企業体そのものにあるのに対し，協同組合にお

いては出資者である組合員が主人であって，協同

協同組合と独占禁止法

組合はそのためのつまり組合員の消費生活なり営

業に直接役立つところの「施設」としてとどまる

ものとされている。この意味で協同組合は「拘束

された商企業」とも定義されている。

このような特殊牲を有する協同組合が資本主義

の下で組織運営されているのは，そこに他の商業

資本にはない独自の性格が与えられているからで

あるとされている。ここにいう独自性は，協同組

合は企業体であるけれども必ずしも常に利潤の取

得・追求を目標とするものではない点にある。企

業体としての協同組合は，利潤をあげなくても組

合を組織することにより，組合員がその生活や営

業に必要な金融を得たり購買・販売上の便宜を得

るならば，そこに協同組合の存在理由があるとさ

れている。そしてこの独自性により，協同組合が

他の商業資本に対し常に優位な立場に立つもので

あると捉えている。

(2) 三輪理論による独自性

これに対し，三輪理論は近藤理論の独自性を批

判する。協同組合は利潤を追求することこそ望ま

れるものとしている。近藤理論のいう「便宜」は，

つまるところ組合員経済の利益であり，協同組合

の「存在理由」は基本的には協同組合が社会的に

取得した利潤が組合員に分配され，その点で組合

員の利益をもたらすところにこそ求められるとし

ている。利用高配当が可及的に大であることを期

待されるということが，このことを明瞭に物語っ

ているとしている。

三輪理論の独自性は，運営の主体と運営上の特

徴に求められる。具体的には，協同組合の独自性

は，前者の面から捉えれば，①個々の組合員の独

自性・自発性にもとづく組織であり，運営への直

接参加を内包する(自主性と運営参加)②自由な

結合の組織であり，資本力からの自由を内包する

(自由性)③組合員の運営参加における立場が人格

基準で平等である(平等性)点に求められるo こ

れらは一括して民主性と称される。さらに協同組

合の独自性は，後者の面から捉えれば，④組合の

行う事業が組合員の個別経済と直接関係のあるも

のに限定されている(事業限定性)⑤取得した利
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潤が利用高基準を中心として組合員に分配される

(内部留保の否定)点に求められる。そしてこのよ

うな独自性を有するからこそ，協同組合が「普通

の企業形態」の商業資本よりすぐれたものとして

認識されうるとしている。

今日組合が自ら営利を目的とするのではなく，

組合員に還元するために利潤を追求することを否

定する見解はなしこの点から三輪理論が妥当で

ある。しかし，協同組合の本質はこのような独自

性のなかだけにあるのではなし独自性を有しつ

つ，他の企業体と同様に資本主義市場で事業活動

を行うといういわゆる二面性のなかにこそ，その

本質が存するのである。

第2款協同組合の二菌性

(1) 経営体的側面と組織体的側面

先に述べたように，協同組合は一面では一定の

商業活動を行いつつ，利潤を追求し取得する一個

の経営体，要するに資本主義的商業組織であって，

この意味で経営体的側面を有する組織である。し

かし他面では運営の主体と運営上の特徴に独自性

を持った組織であって，この意味で組織体的側面

を有する組織である。したがって，協同組合は経

営体的側面と組織体的側面という二つの側面(ニ

二面性)をもったものであり，その統一物として

捉えられることになる(ヘ換言すれば，協同組合

は，商業資本一般との同一性を前提としたうえで

独自性を有する組織であり，両者の関連を如何に

捉えるかということが二面性の問題である。協同

組合の存立そのものにも係わる問題であり，最大

でかつ困難な問題であるとされている。

(2) 両側面の関連

組織体的側面と経営体的側面の関連は，主に運

営の主体(意思)の問題として捉えられよう。つ

まり協同組合である以上組合員主体の組織であ

り，その意思は結局のところ組合員の意思という

ことでなければならないが，経営体的側面の商業

資本一般との同一性から協同組合自体が運営の主

体となることによって，本来協同組合が組合員組

織であることを形骸化する，つまり協同組合の意

思が組合員意思を離れ，あるいはそれに反する可
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能性のあることを否定しえないこととなる。

ケ) 自己運動の即自的可能性

まず協同組合は，組合員の経済とは明らかに別

個に商業上の施設を備え，労働者を雇用し，出資

金をもっ，換言すれば経営体的側面を有すること

自体においてすでに組合員を離れて，自己運動を

行う可能性を即自的に内包しているとされる。協

同組合が組合員経済と別個の経済単位を成すもの

としてあるとき，組合員経済の利益と組合経営の

それとは一般に議離あるいは相反しうるものであ

るが，組合員意思の組織への結集と組織の意思に

よる一定の商業活動の実施という民主的運営に

よって両者の一致が保証されるのである。しかし，

具体的には，出資金に期待される一定の配当の実

現，雇用労働者に対する賃金の支払い，商業上の

施設の維持・償却等をめぐって上にいう一致の保

証がなされない可能性が指摘されるのである。

(イ) 組織体的側面への侵犯

さらに，このような自己運動の即自的可能性を

有する協同組合が，商業活動を行っていくなかで，

経営体的側面による組織体的側面への侵犯が具体

的に表面化することとなる。協同組合が商業活動

を通じて可及的に大きな利潤を取得・分配するこ

とが必要であることは，他の商業資本と同様であ

る。しかし，以下の点にその特殊性を見いだ、しう

るものである。協同組合への組合員の結集はその

組織体的側面から自主的かつ自由であるが，結集

の直接的契機は協同組合の取得した利潤の分配を

得ることであり，組合員がそれに利益を見いだす

ことである。したがって，組合員がより多くの利

益を見いだすとき結集はより強固になるのであっ

て，その意味で協同組合は可及的に大きな利潤の

取得に努めなければならないこととなるのであ

る。ともあれ，協同組合は可及的に大きな利潤を

取得しようとするのであるが，このための方策の

ーっとして活動の合理化・能率化，経費節減に努

めることになり，このことから組織体的側面に関

して以下のことが生じる。

まず組織内での分業が徹底される。具体的には，

組織活動と商業活動の分離，商業活動におげる管



理活動と業務活動の分離，管理活動に関する専門

家の固定化等があらわれ，組合員の意思の投影は

間接化され，組織体的側面の弱化の可能性を強め

ることとなる。次に商業主義が徹底される。具体

的には，民主的手続きを省略した機敏性の発揮，

事業限定性に抵触する事業内容の多様化，低収益

事業の回避等があらわれ，これはとりもなおさず

組織体的側面への侵犯である。さらに他の商業組

織との競争のなかで規模拡大を迫られ，それに見

合った資金量の拡大が要請される。ここで組織体

的側面の弱点とされる資金面での弱さを克服すべ

く，出資金以外の形つまり内部留保・借入金の導

入等により解決を図ろうとする。これも組織体的

側面への侵犯である。一方で組合員の側にも階層

化が生じ，商業活動の効率的遂行のために，協同

組合が大量利用組合員を優遇する対策等を図るこ

ともある。例えば，配当基準の変更，事業内容変

更による大量利用の期待等によってあらわれる。

以上のような可能性は，組合員を離れた商業活

動をめぐる独自の主体形成の可能性に通ずるもの

である。そしてそれが現実化するなかで，その独

自の主体によってしばしば組織体的側面の観念的

強調がなされるが，その時点で実質的に組織体的

側面は形骸化しているといえよう。さらに，そう

した観念的強調には限界があり，限界を超えるな

かで組合員離反が生じ，組織体的側面は形式的に

も放棄されることになる。一方で員外利用の拡大

が進められることとなれば，協同組合は名実とも

に明らかに異物に転化することになる。組織体的

側面の維持・強化の立場から利潤を取得・追求す

る協同組合が，逆にその側面を侵犯していくとい

ういわば自己矛盾ともいうべき内在的な論理がこ

こに存在するのである。この組織体的側面への侵

犯が二面性における問題であり，協同組合の独占

禁止法対応上で最も留意すべき点ともいえる。

第3節法律論としての協同組合

第|款協同組合の人的社団性

協同組合は組合員の自由な意思決定に基づく人

的結合組織である。このような人的結合の概念は

協同組合と独占禁止法

広く，単なる親睦団体から株主出資による株式会

社までその態様は多岐にわたるものである。した

がって，かかる人的結合を類型化し，協同組合の

性格を位置づけ，そこに協同組合の本質を見いだ

すことがここにおける目的である。

(1) 組合と社団

まず人的結合は，民法上，組合と社団とに区別

されるい0)。

組合は，複数の人聞が契約関係で結ばれ，共同

の出資によって事業を営もうとする団体である

(民667条)。つまり，組合という団体は，契約関

係によって複数の人聞が共同目的のために権利義

務を負担しあっているだけの結合体であるから，

団体としての権利主体性を持たず，対外的法律行

為において組合員全員が直接に当事者となるか，

ある者が彼らを「代理」してするしかない。また

組合財産は，組合員が直接物権的持分を有し(民

668条)，同時に債務も負担することになる(民675

条)。

これに対し社団は，独立の権利主体性を有し，

社団自体の機関が全体意思を形成し，対外的法律

行為においてこの機関が社団を「代表」する。機

関と構成員は組織的に結合し，組合契約とは異

なった法律関係(=社会法的法律関係)が支配す

る。また，団体財産と構成員の個人財産とが明確

に区別され，団体財産に対する物権的持分が否定

ないし，潜在化(二請求権化)されるに至る。

協同組合は，それぞれの準拠法によって法人格

を認められ，また組織・管理・組合員の権利義務

等についての規定が設けられている。したがって

民法上の理解をそのまま持ち込むことはできない

が，その団体としての性格を考えるに①法人格が

賦与されている(たとえば農協法5条)②第三者

機関性をとっている(たとえば農協法44条)③社

員関係を規定する定款を有している(たとえば農

協法28条)④団体財産につき物権的持分が請求権

化(代表的なものとして共同施設利用権)されて

いる等から，組合という名称がつけられているも

のの，社団としての性格が与えられていると理解

できる。
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(2) 物的社団と人的社団

つぎに社団は，その性格により物的社団と人的

社団に区別される(11)。それは当該団体の基盤と目

的の相関関係によって規定されるものである。こ

こにいう基盤とは，人法的協同性(=人的結合関

係)と財産法的協同性(ニ財産法的関係)を意味

する。社団は構成員の結合によって組織されるも

のであるから，基本的に人法的協同性を有するも

のである。そして同時に財産的側面なくしては存

在しえないのであって，その存在は活動に不可欠

なものである。すなわち団体関係は人的関係であ

るとともに財産関係でもあるが，両者は等しく存

在するとはいっても，その存在態様は様々である。

したがって両関係の優劣によって当該団体の性格

が規定されることとなる。また，ここにいう目的

とは目的達成上の性格であり，当該団体が「経済

協同体」つまり構成員の助成を目的とする団体で

あると同時に，.協同体経済」つまり全体自体が経

済活動をすることを目的とする団体であることを

意味する。しかし，この両者についても，基盤に

おける理解と同様に，等しく存在するとはいって

もその存在態様は様々であり，その優劣が性格を

規定することとなる。そして基盤・目的双方が相

応じてそれぞれ特異な態様を示し，団体の全性格

を規定するのである。

物的社団は，その目的において「協同体経済」

に重点がおかれる。そこでは全体自体が経済活動

を行い，そのために協同体が組織され，構成員の

個別経済は統一的共同経済の単なる因子として考

えられる。このような目的のために，物的社団に

おいては資本的要請が前面に出ることとなり，そ

の基盤として財産法的協同性が強調されることと

なる。逆に人法的協同性は協同体経済の展開の手

段，つまり資本的統一体獲得の法的保障ないし技

術として捉えられることとなる。このような例を

株式会社にみることができる。

他方，人的社団は，その目的において「経済協

同体」に重点がおかれる。そこでは構成員の個別

経済の助成が目的とされ，全体経済はその目的達

成に必要なかぎりにおいてのみ経済活動をするこ
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ととなる。したがって基盤としての財産法的協同

性は，構成員の助成を目的とする人法的協同性を

維持するための手段として機能する。協同組合が

このような範障に属することは想像に固くない。

なんとなれば，協同組合の存在意義が，財産的基

礎の脆弱な組合員の個別経済を，人的協同関係を

創設することによって共同防衛的に維持発展せし

めることにあるからである。奉仕の原則(12)は，こ

れらのことを示す実定法上の根拠である。

(3) 協同組合の人的社団性

しかしここで留意すべき点は，ここにいう協同

組合の人的社団性は純粋な物的社団に対峠する意

味での純粋な人的社団ではない点である。つまり，

協同組合の性格はその基盤におけるこつの要素

(=人法的要素と財産法的要素)と目的における二

つの要素(二経済協同体と協同体経済)について，

そのどちらにおいても一方の要素のみを有するこ

とによるのではなく，相関関係によって規定され

るからである。したがって，協同組合が本来の自

助的団体として人的結合に重点を置いた団体で

あって，その助成目的に規定されるため経済協同

体に重点を置いた団体であることに疑いはない

が，その属性的要素としていわば潜在的に財産法

的関係および協同体経済をも有しているのであ

る。このことは，前節でみた二面性の理解，つま

り組織体的側面を有しながら経営体的側面により

全体が経済するといった理解に通ずるものであ

り，また後述する独占禁止法上の適用除外とくに

その限界についての理解に必要とされるものであ

る。

第 2款協同組合における社員関係

協同体における基盤と目的の相関関係から協同

体の類型が規定されると同時に，社員関係の類型

もまた規定されることとなる。なんとなれば，協

同体はその構成員の有機的結合を担い手として存

在するからであり，さらに社員関係はこのような

協同体を存在せしめる法形式であるからである。

(1) 物的社団の社員関係

株式会社に代表される物的社団は，先に述べた

ように「協同体経済」が強ししたがって人的結



合の焦点が財産法的関係におかれている。そこに

おいて社員関係は，その本来の人的結合を形式上

維持しつつも，実際上は協同関係の基礎を失う。

すなわち，社員関係の機能は人々の協同の法的基

礎ではなく，共同して出資するという資本の協同

の法的保証を提供することとなる。その結果社員

関係は，個々の株主の個別性を捨象したところの

「協同体経済」の展開の手段となるにすぎないもの

となる。したがって顧客関係とは分離した形とし

て類型化されることとなる。

(2) 人的社団の社員関係

これに対し人的社団である協同組合は，-経済協

同体」を本分とし，その助成機能の構造的本質か

ら財産法的関係は人法的関係維持の必要最小限度

の存在意義を有するものとなる。ここでは組合員

の個別性は社員関係の基礎的契機として維持され

ることとなる。そしてかかる社員関係が顧客関係

と結合することによって，協同組合の組合員経済

への助成という本質的目的が達成されることとな

る。この意味で顧客関係は社員関係に基づく助成

関係とみることができ，ここに社員関係と顧客関

係の同一性なる特殊性が導き出される。

(3) 顧客的社員関係

この社員関係と顧客関係の同一性は，さらに両

者の結合の態様によって他の人的社団と区別され

うる協同組合の特殊性を規定する。大塚喜一郎氏

の唱える顧客的社員関係(13)がこれにあたる。この

概念は，以下のとおり整理される。

協同組合における社員関係は組合員の組合への

加入によって発生する。しかし顧客関係は社員関

係と同時発生の関係にあるものではなく，原初的

には社員関係は潜在的顧客関係を内包するので

あって，この潜在関係が具体的法律関係(ニ売買，

消費寄託などの顧客関係)によって始めて顕現す

る。そしてその助成目的が達成されれば，顧客関

係は社員関係に沈潜する。かくして協同組合にお

いては，顧客関係は必要に応じて顕現じ，かっそ

の目的達成によって社員関係に沈潜する。このよ

うな態様が顧客的社員関係なる協同組合の特殊性

である。

協同組合と独占禁止法

さらに協同組合における具体的顧客関係発生の

法的基礎となるものは，組合員が組合に対して有

する社員関係上の抽象的助成請求権(こ可能性と

して潜在する顧客関係)である。ここに協同組合

における先行する社員関係と顧客関係の結合の論

理構造が明らかになる。すなわち協同組合におけ

る組合員の助成は，第一次的には抽象的助成請求

権として社員関係上に存在し，それが組合員の具

体的需要に応じて具体的法律関係の発生をもたら

すことによって，顕現化ないし現実化するのであ

る。これは組合員の権利行使の態様をみるもので

あるが，他方組合側は，組合員の具体的請求権が

潜在的顧客関係すなわち抽象的請求権に基づくも

のであるから，特別の理由のないかぎりその具体

的需要に応ずる義務が発生することになる。すな

わち具体的法律関係による契約(=売買契約等)

はそれ自体個人法的な一般契約であるが，その発

生の契機が社員関係上の抽象的請求権に基づくも

のとして組合を拘束するのである。

(4) 独占禁止法との関係

この顧客的社員関係は，独占禁止法との関係に

おいて以下のとおり整理される。

協同組合における社員関係は，出資をするとい

うところの人的結合を規定する単なる社員関係に

とどまらず，潜在的顧客関係を内包しそれが具体

的顧客関係の法的契機となるものであるから，こ

のような関係に規定される協同組合は独占禁止法

の適用の及ぶところになる。しかし，協同組合の

助成団体性，相互扶助性，さらに後述する適用除

外の趣旨等により，多くの場合その適用が除外さ

れることになる。逆に顧客的社員関係に基づかな

い組合の行為，たとえば組合員の請求権行使に対

する組合の義務違反(=組合員の申込の拒否)や，

組合員の請求によらない組合の行為(二組合員の

申込によらない強要)等は協同組合の行為とはい

えないのであって，適用が除外されないことにな

る。またこれは，前節による二面性の理解によれ

ば，組織体的側面を捨象し経営体的側面を強調し

た行為として捉えることもできょう。

従来，農協組織が独占禁止法に対し，関心が薄
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かったといわれるのは，この顧客的社員関係につ

いての理解が充分になされていなかったことによ

るものと思われる。もっとも，農協組織において

は米穀事業が食糧管理法の下にあって独占禁止法

の適用を受けるものではなかったこともその大き

な要因としてあげられようが，加えて組合と組合

員との関係において本款でいう顧客的社員関係で

なく，取引関係を意識しない純粋な社員関係であ

るとの理解が少なからず存在していたことにも

よっているとみることができょう。

(1) 足羽進三郎『農業協同組合の研究~ (北海道大

学図書刊行会・昭和51年) 2頁によれば，すで

に18世紀後半にスコットランドにおいて紡績

工組合・食料品組合等の存在が認められる。

(2) 足羽・前掲書(注1)10頁。

(3) 足羽・前掲書(注1)16頁によれば， 1852年

ヘルマン・シュルツェニデリッチ指導の下での

ドイツ子工業者による信用組合が出発点とされ

ている。

(4) 具体的には，ドイツにおける 1867年成立の

「産業経済協同組合の私法上の地位に関する法

律」ならびにその改正法として 1889年成立の

「産業経済協同組合法」などがあげられる。

(5) 正式には戦後農業協同組合法により設立した

協同組合をさすが，本稿では農民を構成員とす

る協同組合として戦前の農村における産業組合

を含むものとし，前者を後者と区別して扱う場

合には新生農協と称する。

(6) 大塚喜一郎『協同組合法の研究~ (有斐閣・昭

和39年)151頁以下によれば，産業組合法制定

以前を任意組合時代とし，そこに成立の時期を

みている O しかし任意組合の多くは政府の重商

政策の下で重要輸出品目とされた生糸・茶等の

共販組合であって，輸出業者が支配するもので

あった。そこにおいて組合員は自主性だけでな

く経済的弱者性の認識をも有していなかったと

されていることもあり，本稿では産業組合法と

いう法的根拠を得てはじめて協同組合なる組織

が成立したとの立場をとる。
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(7) 近藤康男『新版・協同組合の理論~ (御茶の水

書房・昭和41年)30頁以下。

(8) 三輪昌男『協同組合の基礎理論~ (時潮社・昭

和44年)145頁以下。

(9) 三輪・前掲書(注8)159頁以下。

(10) 民法上の理解については，主に，鍛冶良堅「法

人」五十嵐清二泉久雄三鍛冶良堅二甲斐道太

郎二稲本洋之助=111井健二高木多喜男『民法講

義 l 総則~ (有斐閣・昭和51年)80頁以下およ

び福地俊雄「組合」鈴木禄調(編)w注釈民法(17)

債権(8)~ (有斐閣・平成 5年) 1頁以下によって

いる。

仙大塚・前掲書(註6)333頁以下。

ω) 農協法8条，水協法4条，消協法9条，中協
法5条2項。これらは，組合員に奉仕すること

を目的とし，営利を目的として事業を行っては

ならないとしているo

(13) 大塚・前掲書(注6)358頁以下。

第2章独占禁止法における協同組合

第 l節実定法の体系化

第|款独占禁止法における協同組合の位置づ

け

わが国の経済体制は市場経済体制を基本とし，

公正且つ自由な経済秩序の維持を基調としてい

る。独占禁止法は，この基本的な原則を確保する

ために，その目的を「公正且つ自由な競争を促進

し，……以て一般消費者の利益を確保するととも

に，国民経済の民主的で健全な発達を促進するこ

とJ (1条)としている。そしてその目的を実現す

るために，実体規定として，私的独占および不当

な取引制限の禁止(3条)および不公正な取引方

法の禁止(19条)を柱とする様々な制度を規定し

ている。そして協同組合に対し，独占禁止法はそ

の24条において，一定の条件(，左の各号に掲げ

る要件を備え，且つ，法律の規定に基づいて設立

された組合J)の下で同法の適用を除外している。

さらに同条但書は「不公正な取引方法を用いる場

合又は一定の取引分野における競争を実質的に制

限することにより不当に対価を引き上げることと



なる場合」は適用除外とはならないと規定してい

る。つまり独占禁止法24条は，協同組合に対する

適用除外とその限界につき規定したものである。

第2款協同組合法における独占禁止法との関

連一農協法を例としてー

農協法は，その目的を「農民の協同組織の発達

を促進し，以て……農民の経済的社会的地位の向

上を図り，併せて国民経済の発展を期すること」

(1条)としている。そしてその目的を実現するた

めに，実体規定として組織・管理・組合員の権利

義務等について規定している。独占禁止法との関

連については 9条において「同法(二独占禁止

法)24条各号に掲げる要件を備える組合とみな

す」旨を規定している。これは農協法をはじめと

する協同組合法が，独占禁止法24条が適用を除外

することにしている団体を協同組合の理想型と認

め，この理想型に完全に合致し，文は少なくとも

相当程度においてこれに接近するように各協同組

合法を規制している(1)ことによっていると理解

できる。そこで独占禁止法24条の掲げる要件(相

互扶助性・設立および加入脱退の自由・平等の議

決権・利益分配の制限)が，農協法上どのような

形で具体化されているかを検討する。

相互扶助性については，相互扶助は一方で非営

利を意味するものであるから，奉仕の原則(8条)

が該当しよう。設立の任意性は，設立について行

政庁の認可主義 (59条)がとられてはいるものの，

それに伴う認可権の拘束 (60条)の規定により実

質的に任意性が認められ，また加入脱退の自由は

20，21条に規定がある。平等の議決権は 16条l項

に，また利益分配の制限は 52条2項にそれぞれ規

定がある。

なお，独占禁止法との関連においては，専属利

用契約(19条)も問題とされるが，後段の違反事

例のなかで検討する。

本稿における検討の目的は，農協法をはじめと

する協同組合法と独占禁止法の関連をいかに捉え

るかであるが，その前提として，いわばそこへの

架橋的意味において，独占禁止法24条における適

用除外理論および要件論の検討を次に行う。

第2節独占禁止法24条

第|款適用除外理論

(1) 立法趣旨

〈ア) 独占禁止法制定当時

協同組合と独占禁止法

24条による適用除外は，昭和22年の原始独占

禁止法の制定以来，変わらず存在している規定で

ある。原始独占禁止法では，同法を経済憲法とし

て位置づけるという基本理念が打ち出され，それ

との関係で24条を含む第6章の全体の位置づけ

については，当時の文献によれば，事業の性質・

権利の種類が「その性質上またはそれらに関する

特別の制度の目的からして，一般的な競争制限の

基準で律するのでは必ずしも公共の利益に合致し

ないことがあり，両者矛盾を生ずるおそれがあ

る}2)ものを，極めて限定的に適用除外とすると

されたのである。

そのような基本的な位置づけのなかで， 24条に

ついて制定当時は「小規模の事業者は，相互扶助

的な結合を通じてはじめて資本主義市場での競争

者となりうる }3)ないしは r本来，協同組合運動

は，資本主義に対抗し，殊に独占大企業の圧力に

対して小規模事業者が相互団結によってその生存

権を主張しようとするものであるから，元来多分

に反トラスト的性格を有するものである。小規模

事業者は相互に団結して一事業単位を形成するこ

とによって，はじめて資本主義経済の下における

独立の競争単位となることができるのであるか

ら，このような競争単位を認めることは，公正か

っ自由な競争を実質的に促進するために是非とも

必要である。これによって，小規模事業者は辛う

じて資本主義的大企業とほぼ同ーの出発点に立

ち，効果的な競争を行うことができるようになる

のである}4)とされ，このような認識がその後の

学説において基本線として位置づけられている。

(イ) その後の学説

上記基本線のなかにあって，その後の学説にお

いて以下に示す対立がみられる。

・生存権説

正田説は， 24条について「小規模事業者または

消費者が，現代資本主義社会においておかれてい
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る従属的な地位を前提として，それらが自主的な

組織をとおして経済社会における地位の向上を図

ることが，その組織化の権利の行使として競争秩

序の確保に連なり，独占禁止法制を支えるものと

して評価されるところに本条の規定の根拠が求め

られる」仰とし，その組織化の根底にあるものと

して，小規模事業者については「支配的資本，大

企業の支配的な力の濫用の規制，さらには市場支

配力の形成を阻止するための社会的な力としての

役割を果たすことと同時に，小規模事業者の生存

権の確保と関係し，ひいてはそこに雇用されてい

る労働者の生存権の確保に連なることになる}6)

という考慮、がなされている。この説は従属的地位

にあるものを支配的地位にあるものとの対抗関係

において捉えたうえで，従属者に組織化権を与え

ることによって，対等な取引が実現され，そこに

一定の利益が確保されることによって雇用労働者

の生存権が確保されるとするものである。つまり

従属者への組織化権賦与が，小規模事業者におい

て不可分とされる事業者自体の「経済的基本権(ニ

生存権的財産権)Jと雇用労働者の「生存権」とい

う両者の確保に連なるとしており，この意味にお

いて上記基本線のうち「生存権」に重きをおいた

説として理解できょう。

舟田説(7)は，基本的に正田説の流れを汲むもの

である。この説は消費者の組織化を出発点とし，

そこから小規模事業者を含む組織化について，一

般論として適用除外を根拠づける方向での理論化

をなすものである。消費者は，一般私法上は商品

交換関係の一主体として企業等の事業者と基本的

に同じ法的性格が認められる一方で，経済法の領

域にあっては商品を主として自己または家庭の用

に消費する「生身の人間」としての特性において

捉えられるものである。したがって消費者が一般

の市場で商品を購入する行為は，単なる商品交換

としてではなく，自己の生存に直接結びつく行為

として法的にも評価されなければならないとして

いる。この法的評価は基本権としての「生存権」

ないしその具体化としての「消費者の権利」とし

て現れるものであって，これらの権利が実際に生
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かされるための重要な一契機が消費者の組織化と

その法的基礎づけであるとしている。換言すれば，

消費者の組織化は自主的な権利擁護のための行動

であり，しかも「消費者の権利」を具体的に実現

するための行動として評価され，独占禁止法が適

用除外を認めているのもこのような理由によるも

のと解している。さらに同説は小規模事業者に対

しでも同様の根拠が導かれるとしている。つまり，

中小企業とくに零細企業の事業活動は，大企業と

対比するとたとえ同じ法人組織をとっていても，

そこで事業に従事する者の生存・生活に直接連な

るという性格を有しており，中小企業の組織化を

支える条件として人間の生存・生活の確保という

消費者の場合と同ーの法的要請が充たされる必要

があるとしている。したがって中小企業の組織化

の問題は，中小企業がその個別利益を確保するた

めのあるいは高度化・近代化するための合理化と

いう形で考えられるべきではなく，労働者・地域

住民・消費者の人間としての基本的な権利の一環

として，それが位置づけられるべきであるとして

いる。

なお正田説は，適用除外との関係で消費者の組

織化と小規模事業者の組織化の性格を異にするも

の(8)として，両者を区別している。そして前者に

ついては舟田説と同様な立場と解される(引が，後

者については事業者の「経済的基本権」と労働者

の「生存権」が不可分な関係において確保される

ことを根拠としている点で舟田説と異なるもので

ある。つまり，その差異は対等な取引地位を確保

するための一定の利益確保が生存権確保と同時に

追求される点にあるが，両説は共に，前述の基本

線のなかにあって「生存権」を視野に入れ，重き

をおいた説として理解することができょう(以下

「生存権説」という)。

-競争単位説

一方，前述の基本線について競争単位原理に重

きをおいた説も主張されている(以下「競争単位

説」という)。この説によれば， 24条による適用除

外の趣旨は r中小事業者や消費者は相互扶助の組

織を通じて団結することにより，初めて大企業と



対等に交渉でき，また大企業に対する有効な競争

単位となることができることから，このような団

結を許容することにより独立の交渉単位・競争単

位が形成され，結果としてこの適用除外には競争

促進効果が期待でき，その意味で，この適用除外

規定が競争政策の一環として位置づけられる}10l

ことにあるとされる。また，同旨の解釈として，

24条の趣旨は「小規模事業者や消費者にその結

合・組織化の強化を認めることによって，支配力

を有する大企業と対等な立場で市場競争ができる

ような状態を作り上げ，競争経済秩序において積

極的に公正かつ自由な競争を促進することによっ

て，経済的弱者である小規模事業者や消費者の権

利実現のための私法的機会の均等を保障するも

の}l1lとされている。さらに同冒として，24条の

趣旨は「単独では競争能力に乏しい主体が結合し

組織化することによって，大きな経済力をもっ大

企業に対する有効な競争力ないしは対抗力として

機能し，結果として公正で自由な競争が促進され

ることを期待する」ことにあり，このことから'24

条は単なる経済的弱者の利益保護の規定ではな

く，独占禁止法が目的とする公正で自由な競争秩

序の維持・促進に有益であるかぎりにおいて，弱

者の組織化に独占禁止法の適用除外という特例の

取扱を認めるものなのである}12lと解されてい

る。これらの説は，いずれも 24条を弱小な経済主

体を組織化することによる有効競争確保のための

措置として位置づけている。つまり，そこでは組

織化により協同組合が大企業に対して有効な競争

単位となることによって，大企業による市場経済

秩序を血害する行為を阻止する効果が期待できる

のであって，そのことが独占禁止法の目的に適う

ものであるとの理解がされている。したがってこ

れら競争単位説では，経済的弱者自身の保護つま

り利益確保ではなく，交渉」や私法的「機会の均

等」が議論の中心に捉えられている。

以上のような競争単位説による理解によれば，

24条による適用除外の限界は以下のように説明

される。小規模事業者や消費者の組織化は，相互

扶助組織であることを前提として大企業に対する

協同組合と独占禁止法

独立の競争単位の確保を目的とするものであるか

ら，その目的を逸脱する行為は適用除外とならず，

規制の対象となると解することになる。実方説に

よれば '24条による適用除外はこの目的達成に有

効な限度内で認められるのであって，まず適用除

外の前提として中小事業者や消費者の相互扶助の

組織としての要件 (=24条 1-4号)が定められ

ている。また，当該協同組合の行為により，かえっ

て競争が不当に制限される場合には適用除外の対

象とならないことを明らかにするため， 24条では

但書でその限界が定められている }13lとされてい

る。

-両説の検討

ここでこれらの説を検討すると，私見では結論

を先取りしていえば「生存権説」には賛成しがた

く，競争単位説」を支持するものである。

まず「生存権説」は， 24条による適用除外の趣

旨を考察するにあたり，経済的支配従属関係を前

提としている。支配的地位と従属的地位の関係は

相対的な問題にすぎないし，また現実の市場にお

いては少なからず存在しているものである。正田

説によれば，従属的地位にある者が組織化によっ

て「生存権」のみならずその取引上の地位を向上

させ，対等な取引単位となり，同時に一定の利益

を得て「経済的基本権」を確保することに根拠を

求めている。しかし現実の市場は，むしろ何らか

の支配従属関係を前提として，そこにおける「競

い合い」という競争に不可欠な要素を有しており，

競い合うことによって活性化され，成長をもたら

すものである。「競争単位説」は，組織化が「交渉」

や「機会の均等」の確保つまり競争できうる場を

設定するものとしており，支持しうるものである O

次に舟田説によれば，消費者の需品裁化について

その特性から「生存権」を中心に理論化し，さら

に中小企業の組織化についても同様の理論化が可

能としている。しかし，消費者については理解で

きるものの，中小企業者に結びつけることには論

理に飛躍があると思われる。消費生活協同組合の

構成員である消費者は経済法の領域にあって一般

の事業者と異なる法的地位にあるがゆえにその特
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性をいいうるのであって，中小企業協同組合の構

成員である中小企業者の法的地位は，大企業と異

なることはないのである。消費者が事業者でない

のに対し，中小企業者は事業者，いうなればプチ

フホルジョアーであってブルジョアーへの転換の可

能性を内在するものである。また，雇用労働者の

「生存権」については，中小企業と大企業では程度

の差こそあれ，つまり相対的に中小企業において

強まることはあっても大企業とて問題とならない

ことはないのであり，この点の説明がなされてい

ない。もっとも，農協の生活資材供給事業におい

ては，消費者の組織化に近いものと理解できょう

(この場合の農協組合員である農民は，消費者に近

い性格を有する)。しかし，農協の他の事業をはじ

め協同組合一般への理論化を図る舟田説には賛同

しがTこい。

さらに「生存権説」によれば，適用除外の限界

を合理的に説明しうるかという問題が生じる。こ

こでは独占者に不当に搾取されざるをえない経済

的弱者には，対抗的に不公正な取引方法を実施す

ることが認められるとの議論が可能で、あるように

思われる。具体的には経済的弱者が自らの「生存

権」確保のため共同ボイコットを行うことがどの

ように評価されるかという問題である。このよう

な問題については r競争単位説」の競争単位を形

成するための便宜を経済的弱者のために図るとい

う趣旨から逸脱する行為として規制するという説

明が合理的であると思われる。

したがって，私見として「競争単位説」を支持

するものである。

(2) カルテルの容認とその限界

前日でみたように，独占禁止法24条は，小規模

事業者または消費者である構成員の組織化が，対

等な取引単位・有効な競争単位の確保につながる

ことを根拠として，独占禁止法の適用を除外する

旨を規定したものである O そして，ここでいう組

織化は構成員の共同行為であり，この意味から 24

条はカルテルの容認として位置づけられる。した

がって， 24条とカルテル一般を禁止する 3条後段

との関係，具体的には， 24条とカルテルを定義す

44 

る2条6項における「公共の利益」との関係をい

かに捉えるかという問題が生じる(14)。

(ア)確認説

今村説は r公共の利益」を公正且つ自由な競争

秩序の維持という独占禁止政策のもつ価値基

準(15)と捉え，したがって「公共の利益に反して」

を自由競争に反すること，すなわち競争の実質的

制限と同義のものとして理解しているい九このよ

うな理解の上にたって 24条との関係をみると，24

条は構成員が単独では確保することができない取

引・競争単位を組織化によって確保しようとする

ものであり，このような取引・競争単位の確保は，

競争制限的ではなく競争促進的効果をもたらすも

のであるという趣旨からして， 2条6項にいう「公

共の利益に反」するものではないという論理が導

かれる。したがって 24条にいう共同行為は，独占

禁止法の下で容認される行為として理解されるこ

ととなる。さらに 24条但書については，以下のと

おり整理される。 24条但書にいう行為は，農協法

の理念(ニ組合側の組織化の論理)および24条本

文の趣旨からは首肯されうる可能性をもつもので

ある。つまり，構成員の取引・競争単位確保を目

指す行為であれば，その方法如何にかかわらず容

認されるものと理解される可能性を有している。

しかし 24条但書にいう行為は，公正且つ自由な競

争に反し競争制限的性格を有しており，これによ

り2条 6項に定める構成要件を充たすことにな

り，このことから適用除外は認められなくなるの

である。

正田説は r公共の利益」を必ずしも自由競争で

はなく，経済的従属者の権利・利益擁護にあると

の立場から理解するものである(17)024条の対象と

なる協同組合の構成員は，単独で、は取引・競争を

なしえない経済的弱者であり，かかる構成員が組

織化により対等な交渉単位となって競争体として

の地位を確保する，つまり権利・利益擁護が図ら

れるところに 24条の根拠が認められることから，

正田説によれば， 24条における行為は「公共の利

益」に合致し，独占禁止法に違反するものではな

いとされるのである。しかし，この立場は 24条但



書による行為の規制の根拠を必ずしも明確に説明

するものではない。経済的弱者の権利・利益擁護

を目的とする行為が，但書該当行為も含めて全て

容認される可能性を有するからである。

両説は I公共の利益」の解釈に差異はあるもの

の，いずれも 24条本文による共同行為は，もとも

と独占禁止法に違反しない性質のものであって，

適用除外規定はそれを確認する性格のものである

としており，確認説と呼ばれるものである。

(イ) 創設説

これに対し，金沢説，根岸説に代表される創設

説は，適用除外規定の対象となる行為は本来は独

占禁止法に違反するものであるが，独占禁止法と

は異なった政策原理に基づいて適用除外規定が設

けられ，これによって本来的には独占禁止法に違

反する行為を同法の範囲から除外したとする説で

ある (18)。この立場によれば， 24条による行為は共

同行為である以上違法性を有しており， 24条但書

の行為はこれにより規制されるが，逆に但書に該

当しない行為は「異なった政策原理」により違法

でなく合法でトあるという法律的効果が創設された

ものと理解できる。この「異なった政策原理」は，

一般にいう当局の政策判断のほか，経済的弱者の

生存権，共同行為による競争制限的効果を上回る

競争促進的効果等も含まれるものと思われる。

第 2款要件論

要件論を検討するにあたり，ここで改めて 24条の

規定を示しておこう。

第24条

この法律の規定は左の各号に掲げる要件を備

え，且つ，法律の規定に基づいて設立された組合

(組合の連合会を含む)の行為には，これを適用し

ない。但し，不公正な取引方法を用いる場合又は

一定の取引分野における競争を実質的に制限する

ことにより不当に対価を引き上げることとなる場

合は，この限りではない。

1.小規模の事業者文は消費者の相互扶助を目的

とすること

2.任意に設立され，且つ，組合員が任意に加入

し，又は脱退することができること

協同組合と独占禁止法

3.各組合員が平等の議決権を有すること

4.組合員に対して利益分配を行う場合には，そ

の限度が法令又は定款に定められていること

したがって本条は I左号に掲げる要件を備え，

且つ，法律の規定に基づいて設立された組合J(以

下「組合要件」という)の行う「組合の行為」に

ついて「但書」に該当しない場合に，独占禁止法

の適用を除外する旨を規定している。以下，各要

件を検討する。

(1) I組合要件」

まずこの要件にいう法律とは，一般法ではなく

「本条の趣旨に合致する目的をもって結成された

当該組合のために定められた特別法を指すと解さ

れJ(同，したがって民法・商法等一般法に基づい

て結成された組合あるいは匿名組合は，組合とい

う名称は有するものの，この点において適用除外

の対象となりうるものではないことは学説の一致

するところである。

つぎに，本条 1-4号の要件を備える組合であ

ることを要する。本条1号は，事業者につき小規

模であることを要件としているが，その小規模性

の基準は各協同組合の実態つまりそれぞれの取引

分野によって異なり，いわば相対的なものである

ため，協同組合一般について規定する本条にあっ

てはその定義は困難である。したがって各協同組

合の準拠法が，本条の適用除外の要件を備えると

「みなす」旨の規定を置くことによって，その解決

を図ることになっている。さらに同号は相互扶助

目的を要件とするが，これは協同組合の本質を示

すものであり，各準拠法でも規定されている。

本条2-4号の各要件は 1号が相互扶助を目

的とすることから導かれる要件である。これらの

要件は，ともに協同組合の本質を示し，各準拠法

に規定されている。

農協に関してみるに，特別法たる農協法により

設立され，且つ，その 9条の「みなし」規定によ

り「組合要件」を具備するものとされる(もっと

も小規模の問題等から立法論としての問題提起は

あるが，解釈論として疑義は生じない)。
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(2) 1"組合の行為」と「但書」

独占禁止法24条本文にいう組合であっても全

ての行為が適用除外とされるものではなく1"組合

の行為」として「但書」に該当しない行為を行っ

た場合に限り適用除外となる。ここで、は，両要件

の個々の解釈だけでなく，両者の関連も問題とな

る。過去の農協違反事例の法令の適用をみるに，

そのすべてが19条違反であるが， 24条について

は触れられていない。この法令の適用について，

通説では，当該行為が24条但書に該当すると解釈

されているが，解釈によっては， 24条本文に規定

する「組合の行為」とはいえないから，但書をま

つまでもなくそもそも適用除外はありえないとみ

ることもまた可能である。したがって，両者の関

連をいかに解するかといった問題が生じる。

学説の多数説は1"組合の行為」をそれぞれの準

拠法に基づく行為であると解し，準拠法に基づか

ない行為は組合の正当な行為ではなしそもそも

独禁法の適用除外の対象ではないとする説であ

る(2川以下A説という)。この立場では適用除外の

範囲は準拠法に基づく行為であるか否かで決ま

り，本条但書の規定は適用除外とならない行為の

なかでそのことが明らかなものを確認的に例示し

たものと解する。また準拠法によるべきとの根拠

は1"組合要件」が準拠法により「みな」されてお

り，その準拠法に組合の種類だけでなく事業範囲

についても規定されていることから，本条では「行

為」の範囲についても準拠法により定められるこ

とが想定されるとしている。

次に「組合の行為」を準拠法に基づくものとす

るものの準拠法によって許された行為であって

も，その行き過ぎた行為については但書によって

規制するとの立場がある(以下B説という)。この

立場は， A説と同様準拠法によるとしながらも，

但書は本来本文に該当しない行為を規定するもの

であるから，その意味からして例示的に解するこ

とに疑義を唱えるものである(21)。

これに対し舟田説は1"組合の行為」を独立の要

件とは解せず1"イ旦書」の解釈によって適用除外を

判断すべきであるとする山)(以下C説という)。適
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用除外の範囲は独禁法の観点から本条の解釈に

よって決すべきものであり，協同組合法違反か否

かを問題とするA説は論理に飛躍があるとしてい

る。この立場では1"高且合の行為」の「組合」は「行

為」の主体を指すに過ぎず，適用除外か否かの判

断は本条の趣旨を基準とする「但書」の解釈に求

められる。

さらにC説のA説に対する批判を受けて1"組合

の行為」を独立の要件としつつ，組合の行為であ

るか否かの判断を 24条の趣旨に合致するか否か

に求める説がある(幻)(以下D説という)。この立場

は1"但書」はA説と同様例示的なものと解してお

り，さらに「組合の行為」による解釈は， c説の
いう「但書」による解釈より適用除外の成立する

範囲を限定する解釈が容易になしうるとしてい

る。

以下で諸説を検討する o 上記A~D説は，まず

適用除外か否かの根拠を準拠法に求めるグやループ

(A， B説;以下準拠法説という)と本条の趣旨に

求めるグループ (C，D説;以下趣旨説という)

に分けられる。そして各グループ内での差異は，

但書を例示とみるか限定的解釈を行うかにあり，

例示説の側からは，限定的解釈を行うより適用除

外の成立する範囲を限定する解釈が容易になしう

るとの主張がされているが，現実には具体的判断

を必要とする事例についてその結果にほとんど差

が生じておらず，むしろ法解釈の一般原則上の問

題つまり本文に対する但書の関係から判断すれ

ば，限定的解釈が妥当となろう。

残された問題は準拠法説か趣旨説かの問題であ

るが，両説とも具体的な判断を必要とする事例に

ついて，その結果にほとんど差が生じていないの

が現状である。論理的には，本条の適用除外範囲

は独禁法の観点から求められるべきと思われる

が，準拠法説も「協同組合の行為かという論理を

表面上は立てつつ，その実態は協同組合法に示さ

れた協同組合の性格を前提に，それを独禁法の論

理とどのように噛み合わせるかという判断をなし

ているにほかならない}24)と考えられるからであ

る。本条の趣旨に合致した行為が，まさに協同組



合の本質(=前章にみる独自性，人的社団性，助

成団体性)から導かれる行為であり，かかる行為

が協同組合法に規定されているのである。また，

本条但書はかかる行為とはいえないものとして理

解される。つまり両説は，文言上の対立はあるも

のの，結果として両説から導かれる「組合の行為」

の概念にほとんど差がないと思われる。前述のよ

うに公正取引委員会が，過去の農協による違反事

例の法令の適用にあたり， 24条に触れることを避

け，表現を暖昧にしているのは，以上述べたこと

によっているものと思われる。

第3節独占禁止法と協同組合法

第|款同質性と異質性

前節における独占禁止法上の適用除外の理解を

踏まえ，独占禁止法と協同組合法の関係をいかに

捉えるかであるが，これは，両法の「同質性」と

「異質'性」の観点から捉えることができょう(問。

(1) 同質性

先に述べたように，協同組合は資本主義社会に

おいて単独で、は取引・競争単位とはなりえない構

成員の相互扶助を基盤としている。すなわち各構

成員が大企業に対する経済的対抗手段として，そ

れぞれの個別経済の助成を求めるのが協同組合で

ある。したがって協同組合における相互扶助性と

助成団体性は，前者を団体結成の契機として，ま

た後者を構成員の需要に応える団体の目的として

観念でき，両者は表裏一体をなすものとみること

ができる。このような協同組合を規律する協同組

合法が，その目的(剖)において各構成員の経済的社

会的地位の向上を図ることとしていることは容易

に首肯されうるものである。併せて協同組合法が

国民経済の発展を期することを目的としているこ

とはすでトに述べたところであって， これは経済的

自由を基調とする資本主義のなかにあって，自由

競争によって生ずる様々な弊害を「正義と公正」

に照らして法的規制による修正がなされなければ

ならないという社会的要請を基盤とするものであ

ると理解することができる。

他方，独占禁止法は公正且つ自由な競争を促進

協同組合と独占禁止法

し，国民経済の民主的で、健全な発達を促進するこ

とを目的としている。ここにおいては，協同組合

法と同様の社会的要請に応えることを基本理念と

していると理解することができる。

したがって，協同組合法と独占禁止法は基本的

に同じ社会的要請を基盤とするものであり，そこ

に両法の「同質性」を見いだすことができる。独

占禁止法24条による協同組合の適用除外は，両法

がその「同質性」の故に社会法・経済法の一分野

として共存しうることの実定法上の根拠を示して

いると理解することができる。つまり協同組合は，

市場経済体制のなかにあって，両法の目的規定か

ら導かれるところの「同質性」の故に独占禁止法

の適用を除外されているのである。このことは，

また，先に述べた独占禁止法24条の要件論にみら

れた「組合の行為」の対立において，実質的に差

異のないこととも関連しているといえる。

(2) 異質性

しかしながら，両法は「同質性」を有する反面，

「異質性」をも有するものである。協同組合は奉仕

の原則から非営利の団体ではあるが，組合員の個

別経済助成のために利潤をあげる必要のあること

は，すでに述べたとおりである。そのために，組

合員が組織化を図ること自体，カルテル規制との

関係が問題となるが，さらに重要なことは，協同

組合も一事業者として市場経済体制の下で事業を

行っていく，つまり一般の事業者との競争を余儀

なくされている点である。したがって，かかる協

同組合を規定する協同組合法は，独占禁止法と質

的に異なる性格をも有することとなる。これが「異

質'性」の問題であり，独占禁止法24条但書の規定

は，この「異質'性」の概念から導かれるものであ

る。

また，この「異質性」の問題は，後に述べる農

協組織における系統利用の強制にその典型的な例

をみることができる。協同組合法上は許されると

思われる行為が I公正且つ自由な競争」の観点か

ら独占禁止法上許されない行為となるのである。

したがって，この「異質性」のなかに，現存する

農協組織をめぐる諸問題の解決が，単に組織論に
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よってではなく法律論によって図られる必要のあ

ることが示されているといえよう。

要するに，独占禁止法と協同組合法両法は r同

質性」と「異質性」を同時に有するものとして捉

えられ，このことが独占禁止法24条における適用

除外とその限界にあらわれているのである。

第2款二面性の反映

前款における独占禁止法と協同組合法の両法の

性格からみた協同組合に対する独禁政策の理解

は，協同組合の本質であるこ面性を反映したもの

として捉えることができる。独占禁止法24条は，

その趣旨から小規模事業者または消費者が市場に

おける競争単位の確保を目的として組織化を図る

ことを認めているわけであるが，法文上は，一定

の組合(=協同組合)という特定の性格を有する

団体に対してのみ適用除外を認めている。ここで

の問題は独占禁止法が何故に協同組合という特有

の組織形態を有するもののみに適用除外を認めて

いるかということである。これは独占禁止法と協

同組合法の両法にみられる「同質性」と「異質d性」

により解決が図られるが，協同組合の本質(ェ二

面性)の観点から捉えることにより，より明確と

なる。

協同組合は，小規模事業者または消費者の相互

扶助を目的として，自主的に設立され，またその

運営は組合員自らによって民主的になされる組織

であり，一事業体として利益をあげることを目的

とするのではなし組合員経済の助成を目的とす

る組織である。したがって小規模事業者または消

費者が組織化によって有効な競争単位となり，自

らの経済的地位の向上を図る場合，かかる協同組

合という組織形態をよりどころにすることは容易

に理解できょう。これは，協同組合の組織体的側

面によるものである。

さらに経営体的側面により協同組合は，単なる

人的結合にとどまらず，一般の市場において他の

企業と同様に一つの事業体として機能しうるもの

なのである。したがって小規模事業者または消費

者は，協同組合を組織することによってはじめて

その組織化の目的である競争単位の確保が市場に
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おいて具体的に図られることになるのである。独

占禁止法24条の趣旨は，協同組合を組織すること

によってのみ実現されるものといえるのであり，

このことは，逆に法が協同組合という特有の組織

形態にのみ適用除外を認める根拠となっているこ

とを意味する。しかし，協同組合が市場で他の企

業と同様な経済活動を行うという経営体的側面を

強調することは，適用除外が認められる根拠を失

うこととなる。ここに同条但書にみられる適用除

外の限界が見いだされることになる。

独占禁止法と協同組合法との関係については，

本質的に両法に規定される協同組合の二面性に

よって理解されることとなる。つまり r組織体的

側面における適用除外」と「経営体的側面におけ

る適用除外の限界」という構図で捉えることがで

きるのである。

次に，実際に独占禁止法違反とされた事件を通

して，さらに検討を進めることとする。

第4節農協組織による独占禁止法違反事例

第|款事例介析

(1)類型分析

過去に農協組織が独占禁止法違反とされた事件

は次の 10件である。

① 浜中村主畜農協事件(昭32.3.7勧告審決，審

決集8巻54頁)-19条違反(旧一般指定3) 

原料乳を組合の指定先へ出荷しない組合員に

対する施設利用の差別的取扱

② 斐川町農協事件(昭51.3.29勧告審決，審決

集22巻 144頁)-19条違反(旧一般指定7)

農業近代化資金の融資先を施設利用の組合員

に限る旨の決定

③ 那須町農協事件(昭51.8.11勧告審決，審決

集23巻 46頁)-19条違反(旧一般指定7)

農業近代化資金貸付にあたり，競争者から農

機を購入しないことを条件とする旨の決定

④ 鶴岡市農協事件(昭55.4.14審決，審決集27

巻 18頁)-19条違反(旧一般指定7)

農業近代化資金貸付にあたり，競争者から農

機を購入しないことを条件とする旨の決定



⑤ 川西町農協事件(昭55.9.10審決，審決集27

巻50頁)-19条違反(旧一般指定7)

農業近代化資金貸付にあたり，競争者から農

機を購入しないことを条件とする旨の決定

⑥ 全販連事件(昭38.12.4勧告審決，審決集12

巻39頁)-19条違反(旧一般指定7)

米麦用麻袋の会員向け直接販売の制限

⑦ ホクレン事件(昭52.4.21勧告審決，審決集

24巻 12頁)-19条違反(旧一般指定8) 

米麦用麻袋の会員向け直接販売の制限

⑧ ホクレン事件(昭52.4.21勧告審決，審決集

24巻 16頁)-19条違反(旧一般指定8) 

農業機械の会員向け直接販売の制限

⑨ 大分県酪事件(昭56.7.7勧告審決，審決集28

巻 56頁)-19条違反(I日一般指定7，8)

乳業者に対する農協からの全量購入の強制

⑩ 全農事件(平2.2.20勧告審決，審決集36巻

53頁)-19条違反(一般指定2，13，14)

青果物用段ボール製造業者に対する会員向け

直接販売の制限，新規参入阻止等

これらは，すべて不公正な取引方法が用いられ

た事例であり，独占禁止法24条で適用除外とされ

る農協が，同条但書前段により違反とされた事件

である。そして，これらは違反とされた行為の目

的という観点からみると，すべて系統利用の徹底

を図るべく強制がなされたとみることができる。

次に，強制が加えられた相手方という点からみ

ると，組合員に対する強制によるものと第三者で

ある取引相手方に対する強制によるものとに分類

できる。前者は上記CD~⑤の事件であり，行為者

はすべて単協である。ここでは，組合内部の運営

上の問題点が指摘される。後者は上記⑥~⑩の事

件であり，行為者は⑨を除き連合会組織である。

ここでは，取引における協同組合の対抗力が問題

とされる。以下各分類毎に代表的な事例を検討す

る。

協同組合と独占禁止法

(2) 組合員に対する強制

〈ア) 那須町農協事件(上記③)(27) 

1.事実の概要

那須町農協は，農業近代化貸金のうち農業機械

を購入する資金の貸付に関し，①貸付は組合と農

業機械の売買契約をした組合員に対してのみ行う

②貸付を希望する組合員が競争事業者に購入申込

みをした場合でも，組合が同事業者から仕入れ，

その組合員と売買契約をする旨の決定を行った。

2.法令の適用

那須町農協は，正当な理由がないのに，組合員

が自己の競争者から農業機械を購入しないことを

条件として組合員と取引しているもので，旧一般

指定7項(排他条件付取引)に該当し独占禁止法

19条に違反する。

3.検討

本件は，単位農協における組合員に対する強制

が問題とされる典型的な事例であり，組合内部の

運営方式の問題点が指摘されている。本件行為の

目的は，組合員に対し強制することによって，競

争業者の排除，農協組織を通じた系統購買の徹底

を図ることにあったとされている。

また，強制が可能となった，いわば背景となっ

た経済力をみるに，本件の場合は I協同組合の信

用活動の面での支配的な地位が「てこ」となり，

購買活動の面での支配力を拡大する行為が行われ

ているもの}28)との評価がなされている。農業近

代化貸金は，その公的資金という性格から他の貸

付に比べ低金利かつ長期的な資金であり，またそ

の対応について実質的に組合が排他的窓口となっ

ているものである。このような信用面での有利性

を購買面での支配力へと拡大できる背景には，わ

が国の農協が総合農協方式をとっているという特

質が認められる。組合員にとって，組合の事業が

組合員経済ばかりでなく広く生活全般に深く根ざ

したこととなるこの方式は，組合にとっては本件

のごとき支配力行使を可能ならしめるものとして

捉えられよう。

さらに本件は，組合員意思に基づかない利用を

強制した点にその違法性を見いだしうるものであ
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り，この点を協同組合のもつ二面性で捉えれば，

組織体的側面を捨象して経営体的側面を強調した

行為とみることができる。これは協同組合として

の本質を逸脱したものであって，また経営体的側

面の強調が支配力行使としてあらわれたものと理

解できる。

(3) 取引相手方に対する強制

例全販連事件(上記⑥)(29) 

1.事実の概要

全販連は，米麦の包装資材として麻袋の使用が

認められたのに伴い，麻袋製造業者に対し①全販

連の系統機関の購入する麻袋は，全て全販連を通

じて供給する②全販連以外に麻袋を販売する場合

には，事前に全販連の了解を得る等を内容とする

契約の締結を求めた。

2.法令の適用

全販連は，正当な理由がないのに，自己の競争

者に米麦用新麻袋を供給しないことを条件として

新麻袋製造業者と取引しているもので，旧一般指

定7項(排他条件付取引)に該当し独占禁止法19

条に違反する。

3.検討

本件は，農協連合会による第三者である取引相

手方に対する契約条項の強制が問題とされた事例

であり，取引における協同組合の対抗力の過大が

問われている。本件行為の目的は，供給量の大部

分を占める売手に対し全販連以外への供給を実質

的に禁止することによって，競争業者の排除，系

統購買の徹底を図ることにあったとされている。

また強制の背景となった経済力をみると，本件

の場合は「米麦の販売事業の面での支配的な力が

背景となって，その包装資材である麻袋について

もこのような契約条項の強制が可能となったも

の」側との評価がなされている。麻袋はその用途

が主として当時食糧管理法の下にあって流通面で

の制約要因あるいは独占力を認められていた米麦

の包装資材であることから，米麦取引と関連して

取引が行われることが多いという背景がある。

なお，本件に類似する第三者である取引相手方

に対する事例は，違反行為者が主に連合会組織で
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あること，さらに，ほとんどが購買事業に関する

事例であることの二点に特徴がある。前者は，単

位農協に比べ連合会組織が必要以上の経済力を有

している場合が多いこと，そして後者は，販売事

業は食糧管理法を中心として独占禁止法になじま

ない領域が多く，逆に購買事業にあってはその販

売事業を「てこ」として支配力行使が可能となり

やすいことに根拠が求められる。もっとも後者に

ついては，食糧管理法が廃止された今日において

は必ずしも言いうるものではないと思われる。

さらに本件を二面性から捉えれば，前記那須町

農協事件と同様，経営体的側面が強調されたもの

であり，かかる強調が経済力の不当利用(=支配

力行使)としてあらわれたものと理解できる。

(イ) 全農段ボール事件(上記⑩)(31) 

1.事実の概要

全農は，青果物用段ボールの流通に関して以下

に示す行為を行った事実が認められる。

(1) 全農は，段ボール箱メーカーに対し，全農を

通さずに単協もしくは出荷組合に直接販売しな

いように申し入れた。

(2) 全農は，段ボール原紙メーカーに対し，新た

に段ボール箱製造分野に参入しないように申し

入れた。

(3) 全農は，非契約メーカーが新たに段ボール箱

製造分野に参入しようとしたため，自らの契約

メーカーに対し，当該非契約メーカーに原材料

を供給しないように要請した。

(4) 全農は，単協段階での自らの流通価格と他の

流通価格との格差を埋めるべく価格差補填を行

うにあたり，その原資を契約メーカーに提供さ

せた。

2.法令の適用

上記 1-(1)， (2)の行為は，取引先メーカーに対

し単協等への直接販売もしくは他の分野へ参入し

ないという事業活動を不当に拘束する条件を付け

て取引しているものであり，一般指定13項(拘束

条件付取引)に該当する。

上記 1一(3)の行為は，契約メーカーに原材料の

供給を拒絶させているものであり，一般指定2項



(その他の取引拒絶)に該当する。

上記1一(4)の行為は，取引上の地位が優越して

いることを利用して，正常な商慣習に照らして不

当に，契約メーカーに対し，自己のために金銭を

提供させているものであり，一般指定14項(優越

的地位の濫用)に該当する。

以上の行為は，いずれも独占禁止法 19条に違反

する。

3.検討

本件は，全国連の購買事業における取引相手方

への強制が問題とされた事例であり，前項〈ア)の全

販連事件と基本的に同類型のものとして捉えられ

よう。しかし，本件における強制の背景となった

経済力は，販売事業での経済力を「てこ」として

行使されたというよりは，購買事業自体の経済力

として行使された点に特徴が認められる。このこ

とは，農協法ならびに原始独占禁止法制定当時に

は想定しえなかったことであるが，本件審決で優

越的地位にあることが認定されたことからも伺え

る。

さらに本件も二面性から捉えれば，前記二事件

と同様に理解することができょう。

第 2款 農協組織による違反事例の特徴

(1) 系統利用の「要請J とその問題点

上記事例をはじめとして，連合会を含む農協組

織をめぐる違反事件はすべて，その根源が系統利

用の「要請」にある o

ケ) 経済力の不当利用

その系統利用の「要請」が何故に独占禁止法違

反とされるかという問題は，一般に強制の背景と

なった経済力の不当利用の観点から捉えられてい

る。つまり適用除外はある程度の市場支配力・経

済力の形成を容認することではあるが，そこでい

う経済力については，同時に，不公正な取引方法

を用いるという形で濫用されることを防ぐことが

必要なのであり，ここに 24条但書の根拠が存在す

る。経済力の不当利用とは，上記の如く濫用され

る場合であって，具体的には取引相手方に対する

抑圧性から経済力が実現されることであり，また

このような経済力の実現により競争者が排除され

協同組合と独占禁止法

るなどの競争制限的効果が図られ，経済力がより

強固になり，さらに過大となることを意味するも

のである。

(イ) 背景としてのこ面性

しかしこの問題は，経済力行使の前提となる協

同組合の二面性の観点から捉えることが必要であ

る。二面性を有する協同組合が自らの組織体的側

面を捨象して，経営体的側面を強化する場面にお

いて独占禁止法上問題となる，つまり違反となる

のである。系統利用の「要請」は，それが実現さ

れることによって系統利用率が高まり，組織強化

が図られるとみることもできるo しからば，この

「要請」が何故に違反とされるのであろうか。この

ことは以下のとおり考える。

農協組織が系統利用を「要請」するということ

は，販売面であれ購買面であれ現実に組合員が組

合を利用していない，例えば組合員が農産物を組

合を通さずに出荷したり，資材を組合から購入し

ないということである。この現実問題に対する「要

請」という解決方法は，二つに大別できる。

一つは，組織自らが流通過程を再編成すること

によって，系統利用を図ろうとするものである。

例えば，購買面においてメーカーが組合員に供給

するにあたって全て組合を通すように組合がメー

カーに「要請」することである。これは一見利用

率アップという組織強化のようであるが，組合員

が利用しないという問題の根本的な解決となって

いない。さらに，組織自らの分量増のための経営

強化の面，つまり組j織強化という名を借りた経営

強化とみられ違反となるのである。このような例

が経営体的側面が相対的に強い連合会に多くみら

れることからもうなづける。この場合 I要請」は

「強制」に転化する。

もう一つは，組合が組合員に対し，利用を訴え，

また利用できるような環境を整備することであ

る。このためには現実に利用していない問題点を

検討する必要がある。組織化メリットの追求が求

められ，組織強化につながるものとなる。この場

合 I要請」は「促進」に転化する。

過去に独占禁止法違反とされた事例は，すべて
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組織体的側面を捨象し，経営体的側面を強化した

場合，つまり「強制」への転化として理解できる。

(2) 系統利用強制と専属利用契約

組合によって系統利用が強制される背景には，

組合員による組合事業の利用量を確保して経営の

安定を図るという目的があり，その前提として，

組合員として組合と社員関係にある以上組合の事

業を利用すべきであるという組合の理念に基づく

組合側の理解が存しているものと思われる。

このような目的・理解に類似する法的制度とし

て専属利用契約制度がある。これは，組合事業の

利用量を確保して経営の安定を図ることを目的と

して，組合員が当該施設(=組合の事業を意味す

ると解されている)を専ら利用すべきとの契約を，

組合が組合員と締結することができる旨を定めた

ものである(問。しかし，この制度によって組合員

の自由が不当に拘束される危険があるため，法は，

定款に定めがある場合に限り，法定の期間内(=

農協法1年，水協法2年)かつ組合の事業の一部

についてのみ組合が専属利用契約を締結できるこ

ととするとともに，契約の締結は組合員の任意と

し，組合はその締結を拒んだことを理由としてそ

の組合員が組合の施設を利用することを拒んでは

ならない旨を定めているのである(3九

この専属利用契約制度とその制限の関係をいか

に解するかであるが，まず組織論の立場からは，

組合が組合員の自主性によって組織されるもので

あるとの観点から捉えることが必要である。組合

の目的はその事業を組合員に利用させることに

よってのみ達成できるのであるから，組合員が組

合の事業をより多く利用することは理念上追求さ

れるべきものである。しかし組合はその運営にあ

たり組合員の自主性・民主性を基本とする組織で

あることから，組合員は組合の事業の利用にあた

りその権利を有するにとどまり，契約を締結しな

いかぎり組合事業の利用を強制されるものではな

いと解されるのである(判。このことを二面性の点

から捉えれば，専属利用契約制度は組織体的側面

と経営体的側面の両面を融合させた制度として位

置づけられる。
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次に法律論(=独占禁止法)の立場からは，競

争政策上の観点から捉えることが必要である。組

合員の共同利用行為が基本的に競争政策上認めら

れるものであることは既に述べたとおりである

が，専属利用契約を広く認め組合員に専ら組合事

業を利用させることは，当該組合の経済力増大の

可能性また他の競争事業者への影響等から，その

手法如何によっては競争制限的効果を誘発し，競

争政策上好ましくないと判断されることとなる。

そして法律論にあっても，前提として二面性の理

解が必要であることは，すでに述べたとおりであ

る。

したがって，系統利用の理念(=組合員たるも

の組合を利用すべき)に導かれる強制と専属利用

契約制度は，その目的とするものは同じであって

も，その性格は全く異なるものであるとみること

ができる。従来農協組織にあっては，この系統利

用の理念と専属利用契約制度の関係は，さほど大

きな問題ではなかったとみることもできょう。こ

れは農協組織の基幹事業である米穀事業が食糧管

理法の下にあって，いわば専属利用の状況にあっ

たことに起因する。しかし新食糧法制定後の今日

においては，系統利用の状況は厳しいものとなっ

ている。そこで，今後専属利用契約の制限の緩和

や専属利用契約の締結の強制が求められることも

想定されようが，これらの問題の解決にあたって

は，組織論上の判断はもとより，それ以上に法律

論上の判断つまりかかる行為が競争政策上いかな

る影響を及ぼすものであるかといった判断によっ

て，その解決が図られることこそ必要であると思

われる。専属利用契約制度の趣旨からして，組織

体的側面と経営体的側面との融合をいかに図って

いくかが重要なのである。

第5節農協の現状からみた立法論

ここでいう立法論は，農協法9条のみなし規定

の妥当性の検討にあるといえよう。筆者は後に述

べるように立法論は不要と考えるが，この問題は

多分に政策的な面を有するものであり，また食糧

管理法廃止・新食糧法制定という農協をめぐる情



勢が極めて流動的な時期にあることから，本節で

は立法論において議論の中心とされる規模の問題

について私見を述べるにとどめる。

規模についての適用除外否定論者は，現在の農

協が独占禁止法24条にいう小規模ではないから

見直すべきと主張するが，まずここでいう規模の

定義が暖昧である。そこで協同組合における規模

についての検討が必要となるわけであるが，協同

組合がその本質において他の商業組織と異なる以

上，規模についても協同組合固有の問題として捉

えることが必要である。

先に述べたように，協同組合は組合員経済の助

成を目的とした二面性を有する組織である。した

がって，その規模については取扱高・従業員数等

画一的な基準ではなく，組合が組合員経済を助成

するにあたっての規模と，市場において経済活動

を行うにあたっての規模の両側面を捉える必要が

ある。この点について，藤谷氏は協同組合の適正

規模を論じるにあたり，それは組織力効果と規模

効果の合成効果が最大となる組織規模であるとし

ている(問。このことは，他の商業組織と同じよう

にして協同組合の規模を論じることはできず.24 

条の小規模性についてかかる観点からみることが

必要であることを意味する。しかし組織力効果と

規模効果の両者が常に一致するという保証はな

く，概して後者が前者を上回る場合が多いのが現

実であり，そこにギャップが生じている。否定論

者はこの点，つまり規模効果の肥大化を捉えて論

じているようであるが，協同組合が組織力効果を

完全に捨象しないかぎり適用除外されることを安

易に否定すべきではないと考える。しかし現実に

は，上記ギャップが拡大化傾向を示しているとい

うことは否定しがたしこのことが立法論展開の

要因となっている。したがって，協同組合として

はそのギャップを解消すべく，具体的には，組合

員教育による組織力効果の極大化指向や，規模効

果の観点、から単協・連合会聞の業務分担の見直し

を図る等の努力をすべきである。逆にこれらがな

ければ，適用除外の途を閉ざすことにもなりかね

ない。特に，近年単協合併による広域化が進行す

協同組合と独占禁止法

る現状においては，この適正規模論は重要な意味

を持つものである。

さらに連合会の規模に限ってその問題点を指摘

するものもある。連合会の規模を検討するにあ

たっては，その機能自体と単協の上記両効果(二

組織力効果，規模効果)に与える影響を考慮する

必要がある。連合会の機能は主に単協の代行・補

完・調整にあり，これらは今日垂直的・水平的に

統合した大規模資本主義企業と競争するにあた

り，単協レベルではもはや発揮することが困難と

なっている，もしくは発揮しようとすれば組織力

効果を犠牲にして行われる規模効果を，連合会が

実現することにある。したがって，これらの機能

は連合会の規模効果極大化を指向することになる

が，このことは逆に連合会が単協業務を代行する

等により単協の適正規模を実現することになり，

また組織力効果が確保されることになる。そして

この単協規模の適正化は，単協を構成員とする連

合会において組織力効果を実現することに通ずる

ことになる。しかしここにおける論理は，連合会

の機能を上記のように規定し，適正規模を組織力

効果と規模効果の合成効果の観点から判断するこ

とが前提となっている。

要するに単協であれ連合会であれ，協同組合の

規模を論ずるにあたっては，協同組合の適正規模

というものは，組織力効果と規模効果の合成効果

が最大化することにより求められるといった理解

が必要である。逆な見方をすれば，組織力効果を

考慮することなく専ら経営体的側面から規模拡大

を図ろうとすることは，協同組合の本質を否定す

るものであり，立法論が展開される状況に至るこ

とに留意しなければならない。

結び

協同組合は自主的・民主的な相互扶助組織であ

り，表裏一体をなすものとして助成団体性を有し

ているO このような組織であることにより，経済

的弱者である組合員の競争単位の確保が実現され

ることとなる。したがって，このような協同組合

としての理念を具備しているかぎりにおいて，独
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占禁止法24条の意義は変わることなく存在する

のである。ここには「協同組合の組織体的側面に

よる適用除外」との理解が存在している。

しかし協同組合について，その現実的な態様に

より独占禁止法上の問題が提起されている。つま

り理念と希離した現実の態様が，独占禁止法24条

但書に該当するとして問題とされるのであり，経

営体的側面の強調が背景としてある。ここには「協

同組合の経営体的側面による適用除外の限界」と

の理解が存在している。

協同組合の適用除外をめぐる問題は，その理念

と現実の恭離に起因し，またそれは，二面性にお

ける両側面の関連の捉え方の結果生ずるものであ

る。そしてこの二面性の理解は法律上の適用除外

理論の根拠ともなっている。このことから，協同

組合の適用除外問題の解決は，組織論的手法つま

り理念と現実の議離の解消と，法律論的手法つま

り実定法上の適用除外とその限界の理解という両

手法によってその解決を図るべきものであるが，

そのどちらにあっても協同組合の二面性の理解が

必要とされるのである。

組織論的手法は，なぜ希離が生じているかを分

析し，現実を理念に近づけるという手法によって

その解決を図ろうとするものである。組織論でよ

くいわれる「原点に帰れ」という思想はこのこと

を意味するものであり，これによって導かれる理

念は協同組合の法的根拠たる協同組合法と独占禁

止法の両法の同質性ゆえに，つまり協同組合の組

織体的側面から適用除外とされるものであって，

この意味において組織論的手法は協同組合の独占

禁止法上の問題を解決するにあたって有効な手法

として評価されるものである。

しかしながら，問題は現実を理念に近づけよう

とするその子法，つまり近づける過程のなかにこ

そ存在しているのである。ここに法律論的手法の

必要性が存在する。農協組織を例にとれば，その

現実と理念の希離を解消する手法は系統利用の要

請にその多くをみることができるが，かかる要請

行為が独占禁止法上どのように評価されるかとい

うことこそ重要なのである。具体的には，系統利
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用の要請行為が組合員に組合の利用を押しつける

ものであるのか，あるいは組合員を組合の利用に

導くものであるのかを判断し，かかる行為が独占

禁止法上つまり公正かつ自由な競争の促進という

観点から是認されるか否かといった法律論的手法

が必要なのである。独占禁止法違反とされる組合

の利用強制行為は，協同組合法と独占禁止法が同

質性を有するばかりでなく，異質性をも有するこ

とによるものであって，協同組合の経営体的側面

からみた適用除外の限界の問題として捉えること

ができる。したがって，協同組合における組合員

の組織化は独禁政策上常に認められるものではな

し適用除外の範囲が限定されており，その範囲

の画定は常に独占禁止法上の趣旨・目的から判断

されるものとの理解が必要なのである。

このような法律論は，農協における現在の事業

活動においてばかりでなく，今後予想される情勢

の変化に伴いさらに重要となろう。食糧管理法廃

止による規制緩和，広域農協合併・系統組織再編，

組合員の階層分化・組合員意識の変化・員外利用

の拡大等による組合員の異質化，取扱商品や流通

の多様化等農協組織をめぐる情勢は大きく変わろ

うとしている。このようななかで事業を行ってい

くにあたり，独占禁止法との摩擦が生じる可能性

があることは充分に想定されうることであって，

したがって今後農協組織の事業において，何が適

用除外とされるかといった法律論は常に必要とな

るのである。

要するに，市場において協同組合が事業活動を

行うにあたっては，魅力ある組合づくりといった

理念に基づく組織論だけでは解決しえない問題が

存在しているのであり，ここに本稿における組織

論と法律論とを関連させた検討の意義が見いださ

れることになろう。さらに重要なのは，組織論で

あれ，法律論であれ，そこにおいては，たえず協

同組合の二面性を根拠として理解する必要がある

ということである。組織論であれば，組織体的側

面と経営体的側面を如何に融合させるかといった

問題が議論の中心となるものであり，法律論であ

れば，組織体的側面における適用除外と経営体的



側面における適用除外の限界といった理解が常に

必要とされるのである。そして，協同組合の適用

除外をめぐる問題は，これらすべてを含んだ、形で

総合的に理解し，解決していくことが必要なので

ある。
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(7) 舟田正之「協同組合と独占禁止法」経済法学

会(編) W独占禁止法講座III~ (商事法務研究会・

昭和56年)199頁以下。

(8) 正田・前掲書(注5)238頁。

(9) 消費者の性格について正田彬「消費者の権利』

(岩波書庄・昭和47年) 7頁，適用除外との関

係について正田・前掲「全訂独占禁止法II~ (注

5) 238頁。

(10) 実方謙二 r独占禁止法(新版)~ (有斐閣・平

成4年)400頁。

(lU 坂本延夫「一定組合の行為」田中誠二=菊地

元一=久保欣哉二福岡博之=坂本延夫『コンメ

ンタール独占禁止法~ (勤草書房・昭和56年)

883頁。

(12) 来生新 '24条解説」今村成和=丹宗昭信=実

方謙二=厚谷裏見(編) W注解経済法(上)~ (青

林書院・昭和60年)502頁。

(13) 実方・前掲書(注10)400頁。

(1~ カルテルの他の要件である相互拘束・共同遂

行は，構成員の組織化一般に認められるため，

ここでは公共の利益に反するか否かが焦点とな

る

(15) 今村成和「独占禁止法入門(第四版)~ (有斐

閣・平成5年)34頁。

協同組合と独占禁止法

(16) 今村成和『独占禁止法・新版(法律学全集52一

II) ~ (有斐閣・昭和53年)82頁。同旨として田

中誠二『新版・経済法概説~ (千倉書房・昭和53

年)95頁以下。

(17) 正田彬『全訂独占禁止法1~ (日本評論社・昭

和田年)191頁以下。

(18) 金沢良雄『独占禁止法の構造と運用~ (有斐

閣・昭和54年)188頁以下および根岸哲「独禁

法適用除外規定の位置づけJ W公正取号 I~ 230号

(昭和44年)18頁。また，実方氏は，確認説に

よれば，公共の利益の解釈論を手掛かりとした

適用除外の恋意的な拡大が可能となり，その拡

大に対する歯止めとしては，明文の規定による

場合以外は適用除外を原則として認めないとの

創設説が適切である(実方・前掲書(注10)199 

頁)している。同旨として，小原喜雄「独占禁

止法と公共の利益J W ジュリスト~ 447号(昭和

45年)72頁。

(19) 来生・前掲書(注12)506頁。

ω)伊従寛「カルテル」今村成和二伊従寛=後藤
英輔『独占・公正取引(経営法学全集12)~ (夕、

イヤモンド社・昭和40年)249頁。

仰 この立場を明確にする学説はないが，塚田俊

三「協同組合に対する適用除外問題JwNBL~278 

号(昭和58年)17頁によれば， 24条但書限定

説とされている。また馬川千里氏は「独禁法に

よる協同組合の規制J W公正取号 I~ 376号(昭和

57年) 6頁で本文と但書の関係を指摘する。

(22) 舟田・前掲書(注7)225頁以下。

(23) 来生・前掲書(注12)509頁。

倒来生・前掲書(注12)509頁。

(お) 本款における理解は，主に，大塚喜一郎『判

例協同組合法~ (商事法務研究会・昭和56年)

23頁以下によっている。

(26) 農協法1条，水協法1条，消協法1条，中協

法1条。

(27) 本件評釈として，神田高年「農業近代化資金

融資をめぐる独禁法上の諸問題JW公正取号 1~311

号(昭和51年)21頁。

(28) 実方謙二『経済規制と競争政策~ (成文堂・昭
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和58年)59-60頁。

四)本件評釈として，宮坂富之助『独禁法審決・

判例百選(第一版)~ 90頁，本間重紀『独禁法審

決・判例百選(第二版)~ 161頁，馬川千里『独

禁法審決・判例百選(第三版)~ 140頁，江口公

典『独禁法審決・判例百選(第四版)~ 162頁，

満田重昭「全国販売農協連合会事件J~公正取引』

203号(昭和42年)35頁。

。。 実方・前掲『経済規制と競争政策~ (注28)60 

頁。なお実方氏は同書のなかで包装資材と米麦

の代金決済の関連を同時に指摘するが，そのよ

うな事実は認められない。

(3]) 本件評釈として，実方謙二『独禁法審決・判

例百選(第四版)~ 190頁，佐藤一雄「全国農業

協同組合連合会による青果物用段ボール箱の取

引経路の統制J ~ジュリスト~980号(平成3年)

227頁，元永剛「全国農業協同組合連合会らの独

占禁止法違反事件についてJ ~公正取号 I~ 474号

(平成2年)20頁。

(32) 農協法19条1項。なお水協法24条1項にも

同様の規定がある(ただし法定期間は異なる)。

また消協法・中協法には専属利用に関する規定

はないが，中協法については，類推適用が可能

(上柳・前掲書(注1)75頁)とされている。消

協法については，その 12条1項(利用強制され

ない)の趣旨から類推適用はできないであろう。

(33) 農協法19条2項，水協法24条2項。

(34) ただし，組合員が事業を利用するか否かにつ

いては，組合員が長期間にわたって利用しない

ことを組合員の除名理由としている(農協法22

条2項1号，水協法27条2項1号，中協法19条

2項 1号)ことから，全く自由であるといえる

ものではない。

(35) 藤谷築次「協同組合の適正規模と連合組織の

役割」斉藤仁(編) ~農業協同組合論(昭和後期

農業問題論集20)~ (農文協・平成2年)228頁

以下。

(おおじ ひさし 全国農業協同組合連合会本所

経理部法務審査室)
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